
 

 

令和〇年第〇〇〇〇号 

任意後見契約公正証書（サンプル） 

 

 本公証人は、委任者○○○○（以下「甲」とい 

う。）及び受任者□□□□（以下「乙」という。）の 

嘱託により、次の法律行為に関する陳述の趣旨を 

録取し、この証書を作成する。  

第１条（契約の趣旨） 

  甲は、乙に対し、平成○年○月○日、任意後見 

契約に関する法律に基精神上の障害により事理 

を弁識する能力が不十分な状況における甲の生 

活、療養看護及び財産の管理に関する事務（以下, 

「後見事務」という。）を委任し、乙は、これを受 

任する。          

 第２条（契約の発効） 

１ 前条の任意後見契約（以下｢本任意後見契約｣ 

という。）は、任意後見監督人が選任された時か 

らその効力を生ずる。  

２ 本任意後見契約締結後、甲が精神上の障害に 

 



 

 

より事理を弁識する能力が不十分な状況にな 

り、乙が本任意後見契約による後見事務を行 

うことを相当と認めたときは、乙は家庭裁判 

所に対し任意後見監督人の選任請求をする。 

第３条（後見事務の範囲） 

甲は、乙に対し、別紙「代理権目録（任意後見 

契約）」記載の後見事務（以下「本件後見事務」 

という。）を委任し、その事務処理のための代理 

権を付与する。      

＝＝＝＝＝＝以下省略＝＝＝＝＝＝ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

【代理権目録（任意後見契約）】 

 

１ 不動産、動産等すべての財産の保存、管理及び処分に関する事項 

２ 銀行等の金融機関、郵便局、証券会社とのすべての取引に関する事項 

３ 保険契約（類似の共済契約等を含む。）に関する事項 

４ 定期的な収入の受領、定期的な支出を要する費用の支払に関する事項 

５ 生活費の送金、生活に必要な財産の取得に関する事項及び物品の購入 

その他の日常関連取引（契約の変更、解除を含む。）に関する事項 

６ 医療契約、入院契約、介護契約その他の福祉サービス利用契約、福祉 

    係施設入退所契約に関する事項  

７ 要介護認定の申請及び認定に関する承認又は異議申立て並びに福祉関 

係の措置（施設入所措置を含む。）の申請及び決定に対する異議申立て 

に関する事項 

８ シルバー資金融資制度、長期生活支援資金制度等の福祉関係融資制度 

の利用に関する事項                                                              

９ 登記済権利証、印鑑、印鑑登録カード、住民基本台帳カード、預貯金通 

帳、各種キャッシュカード、有価証券・その預り証、年金関係書類、土地・ 

建物賃貸借契約書等の重要な契約書類その他重要書類の保管及び各事項の 

事務処理に必要な範囲内の使用に関する事項   

 

                                                                           



 

 

１０ 居住用不動産購入、賃貸借契約並びに住居の新築・増改築に関する請 

負契約に関する事項    

１１ 登記及び供託の申請、税務申告、各種証明書 の請求に関する事項  

１２ 遺産分割の協議、遺留分減殺請求、相続放棄、限定承認に関する事項 

＝＝＝＝＝＝以下省略＝＝＝＝＝＝ 

 

【同意を要する特約目録】 

任意後見契約の効力発生後、受任者が次の行為を 行う場合は、個別に任意 

後見監督人の書面による同意を要する。        

１ 不動産の購入、売却、贈与、その他重要な財産の処分  

２ 住居等の新築、増改築に関する請負契約の締結 

＝＝＝＝＝＝以下省略＝＝＝＝＝＝ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


